
青梅市規則第２５号

青梅市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布す

る。

令和８年６月２３日

青梅市長 大勢待 利 明



青梅市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規

則

青梅市公園条例の一部を改正する条例（令和８年条例第１５号）の施行

期日は、令和８年７月１日とする。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。


